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  令和５年度 第１号             令和５年5月1日 

 川沿第一町内会通信 

 
 発行責任者 川沿第一町内会 

 会長 松野 孝 572-2398 

 担当部署 総務部（広報） 

令和５年度の定期総会が４月１６日（日）午後１時か

ら藻岩北会館で開催されました。新型コロナ感染症への

対応も徐々に緩和され、今月には感染症法の５類に移行

されることを受け、４年ぶりに出席者の制限を設けずに

開催されました。この日は雨天にもかかわらず、町内会

会員 62 名が出席しました。 

役員会が上程した議案について審議いただきました。

会員からは議案に対する質問や意見が多数出され、活発

に討論が行われました。特に、町内会が行っている一部

道路の除雪費用についての是非について、真摯に意見交換が行われました。役員会が提案した５

議案は、全て賛成過半数により承認可決されました。 

昨年度は「ウィズコロナ」の動きを受けて、当町内会も感染対策を講じつつ活動を再開し、年

度当初に計画した事業の多くを実施することができたなど、昨年度の町内会事業の実施報告、お

よび今年度の活動計画等についてご承認いただきましたこと、役員一同感謝申し上げます。 

また、定期総会に続いて、新班長さんが出席して班長会議が開催され、班長業務についての説

明が行われました。

  

 

承認された議案は次の通りです。 

第１号議案：令和４年度事業報告の件 

第２号議案：令和４年度収支決算報告の件 

第３号議案：令和５年度事業計画(案)の件 

第４号議案：令和５年度収支予算(案)の件 

第５号議案：令和５年度役員選任および 

役職承認の件 

昨年は、３年ぶりに子供会の「夏休みラジオ

体操」と｢子供盆踊り｣を開催した他、藻岩神社

秋まつりの「子供みこし」に参加しました。 

 しかし、コロナ懸念で「日帰りバス旅行」は

参加申し込みが少なく、「新年会」はコロナの

感染再拡大で中止しました。 

 一方、新規事業として、藻岩高校生グループ

「困ったくま」とコラボして、藻岩北会館の壁

面で「川沿交流イルミネーション」を開催しま

した。数年かけて拡大する予定です。 

定期総会 ４年ぶりに出席制限なしで開催 

町内会費は月３５０円に戻ります 

昨年度は前年がコロナ禍で多くの事業が

実施できなかったことで未使用となった予

算額を会員に還元するとして、町内会費が昨

年度に限り半額とされましたが、今年度は元

に戻り、４月分からは月額350円に戻りま

す。（生活保護世帯、賃貸アパートに居住す

る単身世帯、学生は月額100円） 

会費の納入方法は、３か月ごとに収めてい

ただくのが基本ですが、半年分（2,100円）

１年分（4,200円）を一括して納めていただ

いてもよいです。（学生さん等はそれぞれ  

600円、1,200円です） 

集金に伺う班長さんのご苦労を考えると、

出来ましたら一括でのお支払いにご協力下

さいますようお願いします。 

近いうちに班長さんがお伺いしますので、

よろしくお願いします。 

回 

覧 

■ 全議案が承認可決されました 
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藻岩北小学校 新1年生も元気に登校 

４月6日 (木 )11

時15分から、藻岩

北小学校で入学式

が行われ、45人の

新1年生が入学しま

した。 

新学期が始まっ

た6日(木)から12

日（水）まで、通学

路の主要な交差点

で、町内会役員を中

心に登校見守り指

導を行いました。 

新1年生も上級生

のお兄さんやお姉さんに手をつないでもらっ

て、元気いっぱい登校していました。 

「春の一斉清掃」が実施されました 

4月23日（日）町内一斉清掃が実施されまし

た。各班では班長さんが中心となって、ゴミス

テーションの清掃・補修、近隣の道路や空き地

のゴミ拾いなどを行いました。 

役員らは藻岩北会館周辺や主要道路の歩道、

北ノ沢川と中ノ沢川の河川敷のゴミ拾いを行

いました。河川敷では40ℓポリ袋10袋ほどの

ゴミを拾ったほか、

放置自転車２台を

回収して警察に通

報しました。 

この日は肌寒い

日でしたが、参加さ

れた皆さまには、清潔な町内づくりにご協力い

ただきありがとうございました。 

「胃・大腸・肺がん検診」受診者募集！ 

「胃・大腸・肺がん検診」が 6月9日(金)藻岩

北会館で実施されます。70歳以上の方、65歳

～69歳で後期高齢者医療制度に加入の方など

は無料です。詳しくは本日の回覧をご覧くださ

い。受診の申し込みは２５日まで。 

■１年間 よろしくお願いします 

定期総会で今年度の役員10名が選任され、

担当役職についても承認されました。選任され

た役員一同は、向こう１年間、住みよい街づく

りのために、微力ながら力を尽くしてまいりま

す。会員の皆さまの一層のご理解とご協力をい

ただきますようお願い申し上げます。 

 

    会 長 

松野  孝（３Ａ班） 

 

        副会長 兼 会計部長 

    松丸とも子（アカシヤコートＣ班）  

 

    副会長 兼 環境部長 

宮下 春男（２０班） 

      

    副会長 兼 総務部長 

上野 勝邦（アカシヤコートＣ班） 

      

    子育て支援部長 

近藤 里子（アカシヤコートＥ班） 

      

    女性部長 

鈴木 松美（２６班） 

      

    青少年育成部長 

奥山 昭雄（アカシヤコートＦ班） 

      

防災安全部長 

松浦  浩（１４班） 

 

    福祉部長 

今村  清（２０班） 

    

    青少年育成部長 

菅井 幸江（１Ａ班） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１学期の登校見守りを行いました 

 

◆５月の「資源回収日」は13日(土)です◆ 

資源ゴミの回収金は、町内会の大きな収入源

です。皆さまのご協力をお願いします。 

 

 

 

今年度の役員が選任されました 
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（例）固定設置型     （例）折りたたみ型 

 

  

◆ゴミステーション助成金制度◆ 

会員共用のゴミステーションを補修、あるい

は入れ替えを行う際に、町内会が費用の一部を

助成する制度です。共用のゴミステーションに

ついて、修理や入れ替えをご検討の会員の皆さ

ん、まずはご相談ください。 

制度のあらましは、 

・助成金/１件５万円を上限とし、見積額の半

額を助成します。 

・申 請/申請書を記入の上、班長を経て環境

部長あてに提出します。 

・審 査/環境部長を議長とする審査会で決定

します。 

・会員負担/購入額から助成金を引いた差額は

使用者同士で負担します。 

その他、制度の詳細や申請方法などは、班長

さんのところで保管している 「班長業務説明

書」をご覧ください。 

      

ご相談、申請は宮下環境部長へ 

（090-1814-9941 Fax 572-3311） 

◆出生お祝い制度◆ 

赤ちゃんご誕生のご家庭に

ささやかですがお祝い品をお

贈りして、健やかなご成長を

祈念するものです。 

お生まれになった赤ちゃんのご両親、ご家族

の方は是非お知らせください。班長さんかお近

くの役員までご連絡いただくと、申請用紙をお

持ちしてご記入いただくだけです。 

お問い合わせは、今村福祉部長へ 

（電話・Fax 571-0073） 

 

◆親睦行事助成金制度◆ 

会員相互の親睦

を深めて助け合い

の土壌づくりのた

めに、班または班合

同で行う行事に対

して、一世帯あたり

500円を助成する

制度です。 

あまり活用されていないのが残念ですが、班

内の融和を図って何かの災害や事故等が発生

した時に、班の皆さんがお互いに助け合う土壌

づくりに役立てばと考えてできた制度です。 

コロナが落ち着いてきたので、この制度を活

用して班の親睦を図る行事をご計画ください。 

班単独で、あるいは隣の班と合同で行う「お

茶の間懇談会」や「焼肉パーティー」などの懇

親費用の一助にご利用ください。 

ご相談、申請は上野総務部長へ 

（電話・Fax 572-1810） 

 

◆弔慰金制度◆ 

会員宅にご不幸があったとき、町内会として

役員が弔問に伺い、香典を供します。 

班内にご不幸があったときは、班長さん、ま

たはお近くの役員に連絡してください。班員か

ら連絡を受けた班長さんは、すみやかに会長に

報告してください。 

葬儀には会長、または役員が町内会を代表

して参列しお参りします。 

しかし、近年は家族葬など、限られたお身

内だけで執り行うことが多くなり、また新聞

のお悔やみ欄にも掲載されないこともあっ

て、町内会からのお気持ちを受け取っていた

だけないことがあります。お耳にしましたら

葬儀終了後でも結構ですので、連絡をお願い

します。 

ご連絡は、松野会長へ 

（080-4501-5771 Fax 572-2398

◇◇◇◇ 利用しよう！! 助成金 あれこれ ◇◇◇◇ 

川沿第一町内会通信 令和５年度第１号 
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◆今後の予定（～６月上旬）◆  

・5 月 4 日・18 日（木）子育てサロン ・6 月 1 日・15 日（木）子育てサロン 

・5 月 8 日（月）定例役員会     ・6 月 5 日（月）定例役員会 

・5 月 11 日（木）がん検診(がんセンター) ・6 月 9 日（金）胃・大腸・肺がん検診 

・5 月 13 日（土）資源ごみ回収日    ・6 月 10 日（土）資源ごみ回収日 

・5 月 27 日（土）藻岩北小学校運動  ・6 月 15 日（木）町内会通信第２号発行 

春のヒグマ注意特別期間 4月1日～5月31日 
 

 

人身被害は春と秋に多く発生 / 被害の2/3は山菜・キノコ採りで発生 

 

生ゴミを屋外に放置したり、夜間にゴミステー

ションへゴミを出したりしないようにしましょ

う。ヒグマが生ゴミや農作物などの味を一度覚え

ると、それを目的に繰り返し出没するようになり

ます。 

ヒグマを人里に引き寄せないために… 

もし ヒグマに出会ってしまったら… 

ヒグマを目撃したり、足跡やフンを発見した場合は… 

ヒグマを目撃したり、足跡やフンを発見したときは… 

大声を発したり、走って逃げたり、石を投げたりは、絶対にしてはいけません。 

落ち着きましょう。多くの場合は、ヒグマが先に立ち去ります。 

ヒグマの移動する方向を見定めながら、静かに立ち去りましょう。 

背中を向けて走ってはいけません。本能的にヒグマが追いかけてきます。 

子グマを見つけたら、近くに母グマがいるので、近づかずに立ち去りましょう。 

最寄りの交番か、110番へ通報してください。 

（2023.5.1） 


